
○川島町立小・中学校の通学区域及び就学すべき学校の指定に関する規則 

平成２６年４月１日 

教委規則第１号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、川島町立小学校又は中学校（以下「小・中学校」という。）の通

学区域及び就学すべき学校の指定に関し必要な事項を定めるものとする。 

（通学区域） 

第２条 小学校の通学区域は、別表第１のとおりとする。 

第３条 中学校の通学区域は、別表第２のとおりとする。 

（学校の指定等） 

第４条 川島町教育委員会（以下「町教育委員会」という。）は、学校教育法施行令（昭

和２８年政令第３４０号。以下「施行令」という。）第５条第２項（施行令第６条に

おいて準用する場合を含む。）の規定に基づき、町内に住所（住民基本台帳法（昭和

４２年法律第８１号）第４条に規定する住所をいう。以下同じ。）を有する児童生徒

（学校教育法（昭和２２年法律第２６号。以下「法」という。）及び施行令に規定す

る就学予定者、学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。）の保護者（法第１６条に

規定する保護者をいう。以下同じ。）に対し、児童生徒の住所が属する通学区域の小・

中学校を就学すべき小・中学校として、入学通知書（様式第１号）により指定するも

のとする。 

２ 保護者は、児童生徒を前項の規定により町教育委員会が就学すべき小・中学校とし

て指定した小・中学校（以下「指定校」という。）に就学させなければならない。 

（指定校の変更） 

第５条 保護者は、児童生徒を指定校以外の小・中学校に就学させようとするときは、

指定校変更申立書（様式第２号）により町教育委員会に申し立てなければならない。 

２ 町教育委員会は、前項の申立により、相当と認めるときは、指定校を変更すること

ができる。この場合においては、指定校変更許可通知書（様式第３号）により保護者

に通知するとともに、当該小・中学校の校長及び新たに指定した小・中学校の校長に

対し、その旨を通知するものとする。 

３ 町教育委員会は、第１項の申立により、相当と認めないときは、指定校の変更を許

可しないものとし、指定校変更不許可通知書（様式第４号）により保護者に通知する

資料3 



ものとする。 

（指定校変更の要件及び手続） 

第６条 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第３３条に規定する指定

校変更の要件及び手続は、別表第３のとおりとする。 

（区域外就学） 

第７条 保護者が町外に住所を有する児童生徒を小・中学校に就学させようとするとき

は、施行令第９条第１項の規定により、区域外就学願（様式第５号）により町教育委

員会に届け出なければならない。 

２ 町教育委員会は、前項の届出に対して承諾しようとするときは、施行令第９条第２

項の規定により、あらかじめ、当該児童生徒の住所の存する市町村の教育委員会に区

域外就学願（協議）（様式第６号）により協議するものとする。 

（区域外就学の承諾の要件及び手続） 

第８条 区域外就学の承諾の要件及び手続は、第６条を準用する。 

（委任） 

第９条 この規則の適用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

（川島町立小・中学校通学区域に関する規則の廃止） 

２ 川島町立小・中学校通学区域に関する規則（昭和４６年川島町教育委員会規則第１

号）は、廃止する。 

附 則（平成２７年教委規則第４号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年教委規則第５号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年教委規則第３号） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、別表第１の改正規定は、平

成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年教委規則第１号） 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 



 

別表第１（第２条関係） 

学校名 通学区域 

中山小学校 大字中山、かわじま１丁目、かわじま２丁目、大字南園部、大字吹塚、

大字北園部、大字正直、大字戸守、大字長楽、八幡１丁目、八幡２丁目、

八幡３丁目、八幡４丁目、八幡５丁目及び八幡６丁目 

伊草小学校 大字上伊草、大字伊草、大字下伊草、大字角泉、大字安塚及び大字飯島 

つばさ南小学

校 

大字平沼、大字白井沼、大字紫竹、大字宮前、大字上狢、大字下狢、大

字釘無、大字吉原、大字新堀、大字表、大字出丸下郷、大字出丸本、大

字西谷、大字曲師、大字上大屋敷、大字下大屋敷、大字出丸中郷及び大

字牛ケ谷戸のうち字富田、字富田後、字馬五郎及び字牛谷前１０１番地

～１０４番地 

つばさ北小学

校 

大字上八ツ林、大字下八ツ林、大字畑中、大字三保谷宿、大字牛ケ谷戸

（ただし、字富田、字富田後、字馬五郎及び字牛谷前１０１番地～１０

４番地を除く）、大字山ケ谷戸、大字東大塚、大字虫塚、大字梅ノ木、

大字上小見野、大字下小見野、大字加胡、大字松永、大字谷中、大字一

本木、大字鳥羽井、大字鳥羽井新田及び大字芝沼 

別表第２（第３条関係） 

学校名 通学区域 

川島中学校 伊草小学校の通学区域のうち町道４１９１号線及び町道３１６４号線以

南の区域の大字上伊草、大字伊草、大字下伊草、大字角泉、大字安塚及

び大字飯島、つばさ南小学校の通学区域及びつばさ北小学校の通学区域 

西中学校 中山小学校の通学区域及び伊草小学校の通学区域のうち町道４１９１号

線及び町道３１６４号線以南の区域を除いた大字上伊草 











 


